
 

 

 

 

 

成年後見制度利用促進の取組みについて 

 

１ 成年後見制度利用促進中核機関の取組み 

令和２年４月１日に設置した大田区成年後見制度利用促進中核機関では、以下の機

能を充実させるため、支援者向けの手引きの作成等を通じて、本人主体の権利擁護支

援に取り組んでいる。 

≪機能≫ 

①広報（成年後見制度の周知及び啓発） 

②相談（成年後見制度及び権利擁護に係る相談支援） 

③利用促進（受任者調整の支援、社会貢献型後見人の育成等） 

④後見人支援（親族など成年後見人の支援） 

【手引きの作成】 

権利擁護が必要な方々を支援している福祉・医療関係者や行政関係者（支援者）が、

成年後見制度を正しく理解し、権利擁護の視点から支援に取り組むことを後押しする

『支援者のための 権利擁護・成年後見制度活用の手引き』を作成した。制度に関す

る説明だけでなく、権利擁護が必要なケースへの気づきや早期発見のためのポイント、

本人主体の支援を重要視した意思決定支援について案内する内容とした。 

【主な配布先】 

福祉部関係各課、地域健康課、地域包括支援センター、相談支援事業所、介護支援 

専門員など 

 

２ 権利擁護支援検討会議の開催 

中核機関が有する機能のうち「相談」「利用促進」を強化するため権利擁護支援検討

会議を設置し、令和２年８月から月１回開催している。 

≪内容≫ 

支援者が対応に悩むケースや複雑な課題のあるケースについて、弁護士・司法書士・

社会福祉士の専門的知見や法的根拠をもとに、多角的な視点での助言を得て、本人の

意思を重視した支援方針を検討している。 

≪効果≫ 

 会議の実施により、本人への適切な意思決定支援の実現、成年後見制度の利用で本

人が得られる効果の支援者による再認識、後見人等だけに負担が偏らないチーム支援

の実現など、本人の権利擁護支援につながる多くの支援方針の検討が行われた。 
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３ 成年後見制度等利用促進協議会の設置 

（１）設置の目的 

大田区成年後見制度利用促進基本計画に基づき、住み慣れた地域の中で、一人ひ

とりの意思が尊重され、自分らしく生き、権利が擁護される地域づくりを目指し、

成年後見制度等の利用を促進すること。 

（２）基本的役割 

地域で権利擁護支援にあたる各関係団体と地域に共通する課題を抽出し、地域に

おいて成年後年制度の利用を促進するための情報交換並びに共有の場とする（進捗

管理については、「大田区地域福祉計画」と一体で行う）。 

（３）会議の公開 

   原則として公開とする。 

（４）委員構成 

学識経験者をはじめ、法律や医療などの各専門職団体や、自治会・町会、民生委

員児童委員などで構成する。 

（５）スケジュール 

   毎年度２回を目途に開催し、令和３年度は８月に第１回協議会を開催する予定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 大田区における成年後見制度申立件数の推移 

大田区における過去３年間の申立件数は以下のとおりである。 

 

 

※出典：東京家庭裁判所家事第１部 
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